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自
治
体
議
会
で
は
近
年
、
旧
内
務
官
僚
が
旧
帝
国
議
会
を
モ
デ
ル
に
戦
後
に
作
成
し
た
『
標
準
議
会
会
議
規
則
』
を
私
の

造
語
に
よ
る
『
基
本
条
例
』
の
策
定
に
よ
っ
て
今
後
ポ
イ
ス
テ
し
、
個
別
の
自
治
体
議
会
が
独
自
性
・
創
意
性
を
も
つ
、
市

民
自
治
型
の
議
会
運
営
を
こ
こ
ろ
み
は
じ
め
て
い
る（

（
（

。

は
じ
め
に

　
栗
山
町
議
会
が
全
国
初
と
な
る
議
会
基
本
条
例
を
制
定
し
て
か
ら
、
二
〇
一
六
年
で
一
〇
年
が
経
過
し
た
。
そ
の
間
に
議
会
基
本
条
例

の
制
定
数
は
七
三
六
を
こ
え
、
都
道
府
県
議
会
で
三
〇
（
六
三
・
八
％
（、
政
令
市
で
一
五
（
七
五
％
（、
一
般
市
四
三
二
（
五
六
・

一
％
（、
都
道
府
県
市
区
町
村
全
体
で
も
四
割
に
到
達
し
て
い
る（

（
（

。
都
道
府
県
や
市
で
は
議
会
基
本
条
例
を
も
た
な
い
自
治
体
の
方
が
少

数
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
全
国
初
と
な
っ
た
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
は
、
議
会
基
本
条
例
と
い
う
条
例
の
あ
り
方
を
定
着
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
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後
制
定
さ
れ
て
き
た
議
会
基
本
条
例
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。
こ
の
条
例
は
、
制
定
前
か
ら
実
践
さ
れ
て
き
た
栗
山
町
議
会
の
改
革

を
制
度
と
し
て
定
着
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
制
定
さ
れ
た（

（
（

も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
実
践
を
制
度
化
す
る
項
目
を
含
め
て
条
文
化
し
た
パ

イ
オ
ニ
ア
的
な
位
置
づ
け
の
条
例
だ
が
、
制
定
に
あ
た
っ
て
参
照
さ
れ
た
先
行
研
究
は
存
在
し
た
。
そ
の
系
譜
を
遡
る
と
、
一
九
九
一
年

刊
の
『
政
策
型
思
考
と
政
治
』
で
理
論
的
な
位
置
づ
け
が
示
さ
れ
、
一
九
九
九
年
刊
の
『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』
で
議
会
基
本
条
例
と
い

う
名
称
と
と
も
に
、
今
後
の
あ
る
べ
き
自
治
体
議
会
の
あ
り
方
を
示
す
に
い
た
っ
た
松
下
圭
一
の
『
基
本
条
例
』
論
に
た
ど
り
着
く
。

　
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
る
と
、
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
は
、
松
下
圭
一
の
議
会
基
本
条
例
論
か
ら
引
き
継
ぐ
内
容
と
、
議
会
報
告
会

を
は
じ
め
と
す
る
自
ら
が
開
拓
し
た
実
践
活
動
を
ふ
ま
え
た
内
容
の
双
方
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
今
日
ま
で
増

え
続
け
て
い
る
全
国
の
自
治
体
の
議
会
基
本
条
例
の
原
型
と
し
て
参
照
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
に
は
、
松
下
の

基
本
条
例
論
の
何
が
引
き
継
が
れ
、
何
が
加
え
ら
れ
た
の
か
。
ま
た
、
栗
山
町
以
降
に
多
数
制
定
さ
れ
た
議
会
基
本
条
例
の
内
容
の
展
開

の
な
か
で
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、
あ
る
い
は
展
開
、
推
移
し
て
き
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
松
下
が
構
想
し
た
自
治
体
議
会

改
革
の
あ
り
方
に
照
ら
し
て
、
栗
山
町
条
例
以
降
の
一
〇
年
間
の
自
治
体
議
会
改
革
の
展
開
を
整
理
し
、
松
下
が
構
想
し
た
改
革
の
何
が

実
現
さ
れ
、
何
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。

一
　
松
下
圭
一
の
「
基
本
条
例
」
論

⑴
政
府
三
分
化
論
と
基
本
法
、
基
本
条
例

　
松
下
は
『
政
策
型
思
考
と
政
治
』（
一
九
九
一
（
に
お
い
て
、「
都
市
型
社
会
の
成
立
が
ひ
ろ
が
れ
ば
、
政
府
は
、
自
治
体
、
国
、
国
際
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機
構
に
三
分
化
す
る
と
と
も
に
、
政
治
は
、
こ
の
各
政
府
レ
ベ
ル
に
お
け
る
、《
政
策
・
制
度
》
の
模
索
・
選
択
に
つ
い
て
の
、
市
民
の

「
組
織
・
制
御
技
術
」
と
な
る（

（
（

」
と
い
う
政
府
三
分
化
説
を
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
各
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
、
政
治
主
体
と
し
て
の
市

民
に
よ
っ
て
、〈
信
託
〉
さ
れ
た
機
構
と
し
て
成
立
す
る
三
レ
ベ
ル
の
政
府
が
、
制
度
主
体
と
な
る
。
そ
の
政
府
は
、
政
治
主
体
た
る
市

民
の
「
参
加
」
を
土
台
と
し
、
ま
た
市
民
に
よ
っ
て
「
組
織
・
制
御
」
さ
れ
る
と
い
う
構
造
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
「
組
織
・
制
御
」
を
具

体
化
す
る
の
が
各
レ
ベ
ル
の
基
本
法
が
定
め
る
手
続
で
あ
る（

（
（

。
自
治
体
、
国
、
国
際
機
構
と
い
う
各
レ
ベ
ル
の
政
府
に
共
通
し
て
、
政
治

責
任
の
帰
属
点
の
明
示
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
役
割
を
担
う
制
度
規
範
と
し
て
の
基
本
法
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る（

（
（

。

　
一
九
九
五
年
五
月
に
分
権
推
進
法
が
成
立
し
、
同
年
七
月
に
分
権
推
進
委
員
会
が
発
足
し
て
第
一
次
分
権
改
革
の
作
業
が
展
開
し
つ
つ

あ
っ
た
一
九
九
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
の
自
治
・
分
権
』
で
は
、『
分
権
型
思
考
と
政
治
』
に
示
さ
れ
た
基
本
法
を
自
治
体
に
あ
て

は
め
た
基
本
条
例
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
政
府
の
三
分
化
と
い
う
状
況
を
ふ
ま
え
、「
自
治
体
が
政
府
と
し
て
自
立
す
る
な
ら
ば
、
自

治
体
基
本
法
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
基
本
条
例
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
、「
各
自
治
体
が
さ
し
あ
た
り
国
レ
ベ
ル
の
憲
法
を
ふ
ま
え

て
、
自
治
体
基
本
法
と
し
て
の
基
本
条
例
を
制
定
し
、
自
治
体
の
政
策
・
制
度
開
発
の
自
立
性
を
た
か
め
て
い
く
こ
と
が
緊
急
」
と
さ
れ

る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
長
期
・
総
合
の
自
治
体
計
画
、
と
く
に
国
法
運
用
な
い
し
政
策
法
務
の
自
治
体
基
準
」、「
市
民
参
加
の

制
度
化
」、「
自
治
体
の
権
限
・
財
源
」
な
ど
を
ふ
く
む
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る（

（
（

。

　
そ
し
て
第
一
次
分
権
改
革
の
制
度
的
な
実
現
手
段
と
な
っ
た
分
権
一
括
法
の
制
定
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』
で
は
、

「
分
権
化
が
す
す
め
ば
す
す
む
ほ
ど
、
自
治
体
の
政
治
責
任
が
お
お
き
く
な
る
た
め
、
ま
た
国
法
、
国
際
法
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
」

と
い
う
状
況
の
も
と
で
、「
自
治
体
は
政
府
と
し
て
の
政
治
決
定
手
続
、
こ
れ
に
と
も
な
う
自
治
立
法
な
い
し
法
運
用
の
基
本
基
準
で
あ

る
《
基
本
条
例
》
を
策
定
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
自
治
体
は
個
性
あ
る
基
本
条
例
を
策
定
し
、
各
自
治
体
に
お
け
る
法
運
用
の
整
合
性
を

と
と
の
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（

（
（

」
と
、
第
一
次
分
権
改
革
後
の
自
治
体
に
お
け
る
基
本
条
例
の
必
要
性
が
明
示
さ
れ
る
。
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そ
の
段
階
に
お
け
る
自
治
体
議
会
の
改
革
課
題
を
論
じ
る
章
に
お
い
て
、
市
民
に
対
す
る
議
会
の
政
治
責
任
を
負
う
〈
市
民
の
議
会
〉

と
な
る
た
め
に
「
自
治
体
の
《
基
本
条
例
》
あ
る
い
は
、「
議
会
基
本
条
例
」
の
な
か
で
招
集
、
組
織
、
会
期
、
公
開
、
参
加
な
ど
を
規

定
す
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き（

（
（

」
と
し
て
、
議
会
基
本
条
例
と
い
う
名
称
も
こ
こ
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
国
と
地
方
の
関
係
を
、「
地
方
自

治
の
本
旨
を
基
本
と
す
る
対
等
・
協
力
の
関
係（

（（
（

」
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
た
第
一
次
分
権
改
革
を
受
け
て
、
自
治
体
政
府
の
自
立
性

を
確
立
し
、
そ
れ
を
主
権
者
住
民
の
意
思
に
も
と
づ
い
て
立
法
化
す
る
基
本
条
例
の
不
可
欠
性
が
論
じ
ら
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
（
自
治

体
基
本
条
例
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
こ
の
段
階
で
は
明
確
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
（
議
会
と
い
う
二
元
代
表
の
一
方
で
あ
る
代
表
機

関
に
つ
い
て
も
議
会
基
本
条
例
が
想
定
し
得
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
に
ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
が
制
定
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
自
治
基
本
条
例
」
の
制
定
が
広
が
り

始
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
段
階
で
発
表
さ
れ
た
「
な
ぜ
、
い
ま
、
基
本
条
例
な
の
か
」（
初
出
二
〇
〇
二
年
一
一
月
公
職
研
・
臨
時
増

刊
『
基
本
条
例
・
参
加
条
例
の
考
え
方
・
作
り
方
』、
そ
の
後
『
転
型
期
日
本
の
政
治
と
文
化
』
二
〇
〇
五
年
に
収
録
（
に
お
い
て
、
あ

ら
た
め
て
基
本
条
例
論
が
理
論
的
に
説
明
さ
れ
る
と
と
も
に
、
第
一
次
分
権
改
革
後
の
体
制
が
動
き
始
め
た
段
階
で
の
現
実
的
な
課
題
の

整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、「
市
民
活
動
の
登
場
す
る
今
日
の
都
市
型
社
会
で
は
…
…
自
治
体
機
構
も
政
府
と
な
る
た
め
、
自
治
体

に
も
…
…
市
民
規
範
に
も
と
づ
く
基
本
法
、
つ
ま
り
市
民
に
よ
る
自
治
体
政
府
の
《
政
治
設
計
図
》
と
し
て
、
自
治
体
基
本
条
例
の
制
定

が
不
可
欠
と
な
る（

（（
（

」
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
そ
の
構
成
要
素
を
整
理
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
自
治
体
の
基
本
構
造
、
政
策
・
制
度
の
枠
組

み
、
自
治
体
再
構
築
に
む
け
て
の
政
策
・
制
度
再
編
の
「
実
質
調
整
規
範
」、
法
務
・
財
務
の
準
則
、
先
駆
発
想
の
提
起
を
ふ
く
む
も
の

と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
基
本
条
例
の
つ
く
り
方
と
論
点
と
し
て
、
⑴
総
合
性
を
も
つ
包
括
的
な
基
本
条
例
の
制
定
か
ら
始
め
る
の
か
、
⑵
市
民

参
加
条
例
、
情
報
公
開
条
例
、
議
会
運
営
条
例
、
長
の
任
期
条
例
な
ど
の
各
領
域
の
基
本
条
例
の
関
連
条
例
そ
れ
ぞ
れ
の
制
定
を
先
行
さ
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せ
て
い
く
の
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
松
下
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
い
ず
れ
を
先
行
さ
せ
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
で
、
こ
れ
ま
た
自

由
で
よ
い
と
思
う（

（（
（

」
と
し
た
う
え
で
、
⑵
を
先
行
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
関
連
条
例
間
の
整
合
性
が
た
え
ず
問
題
と
な
り
、
や
が
て
⑴
の

制
定
に
つ
な
が
る
と
見
通
し
た
う
え
で
、
⑵
の
み
を
つ
く
っ
て
⑴
を
つ
く
ら
な
い
段
階
に
つ
い
て
複
数
の
⑵
「
関
連
条
例
」
が
実
質
の
基

本
条
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。
松
下
は
「
自
治
体
の
市
民
、
長
・
議
員
、
職
員
の
法
務
訓
練
の
水
準
、
つ
い
で
考

え
方
に
よ
っ
て
、
こ
の
⑴
⑵
へ
の
と
り
く
み
方
が
変
わ
っ
て
く
る（

（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
論
点
は
、
そ
の
後
、
自
治
基
本
条
例
と
議
会

基
本
条
例
の
関
係
や
あ
る
べ
き
制
定
順
の
論
点
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
二
〇
〇
八
年
の
講
演
録
「
な
ぜ
、
基
本
条
例
を
制
定
す
る
の
か
」（『
自
治
体
改
革
＊
歴
史
と
対
話
』
二
〇
一
〇
年
所
収
（
で
は
、
⑴
の

制
定
に
あ
た
っ
て
⑵
の
ひ
と
つ
で
あ
る
議
会
運
営
条
例
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
議
会
の
と
こ
ろ
は
簡
明
な
数
条
ぐ
ら
い
に
と
ど
め
て
、

後
に
あ
ら
た
め
て
自
治
体
議
会
が
、「
議
会
基
本
条
例
」
と
よ
ん
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
独
自
の
本
格
的
な
「
議
会
運
営
条
例
」
を
議
会

で
の
市
民
参
加
手
続
に
よ
っ
て
策
定
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う（

（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
講
演
は
、
自
治
基
本
条
例
制

定
に
む
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
⑴
先
行
型
を
前
提
と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
各
自
治
体
で
の
実
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
①
包

括
的
総
合
的
な
基
本
条
例
の
な
か
に
議
会
条
項
も
盛
り
込
む
、
②
議
会
に
つ
い
て
の
原
則
の
み
を
ふ
く
む
包
括
的
総
合
的
な
自
治
基
本
条

例
を
制
定
し
議
会
基
本
条
例
は
も
た
な
い
、
③
議
会
基
本
条
例
は
も
つ
が
包
括
的
総
合
的
な
自
治
基
本
条
例
は
も
た
な
い
、
④
包
括
的
総

合
的
な
自
治
基
本
条
例
と
議
会
基
本
条
例
の
両
方
を
も
つ
（
ど
ち
ら
か
が
先
行
し
て
②
ま
た
は
①
を
経
て
④
に
い
た
っ
て
い
る
場
合
と
、

両
条
例
を
同
時
に
制
定
し
て
い
る
場
合
の
両
方
が
あ
る
（、
⑤
ど
ち
ら
も
も
た
な
い
、
と
様
々
に
展
開
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

⑵
松
下
圭
一
の
自
治
体
議
会
改
革
論

　
以
上
に
概
要
を
紹
介
し
た
松
下
の
基
本
条
例
論
に
お
い
て
、
議
会
基
本
条
例
は
⑵
関
連
条
例
の
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
関



法
学
志
林
　
第
一
一
四
巻
　
第
三
号�

一
二
〇

連
条
例
に
盛
り
込
む
べ
き
自
治
体
議
会
の
改
革
構
想
に
つ
い
て
は
、『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』
に
お
い
て
一
章
を
さ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
。

　
ま
ず
、
議
会
の
五
課
題
と
し
て
⑴
政
治
争
点
の
集
約
・
公
開
、
⑵
政
策
情
報
の
集
約
・
公
開
、
⑶
政
治
家
の
訓
練
・
選
別
、
⑷
長
・
行

政
機
構
の
監
視
、
⑸
政
策
の
立
案
・
改
定
・
評
価
（
立
法
・
提
言
な
ら
び
に
予
算
・
決
算
（
が
示
さ
れ
、
議
会
は
、
ま
ず
各
政
府
レ
ベ
ル

で
の
、
市
民
の
「
代
表
機
構
」
…
…
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
⑴
⑵
⑶
⑷
の
活
動
を
お
こ
な
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
は
じ
め
て
⑸
の
立
法
機

関
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
立
法
機
関
と
し
て
の
権
限
の
前
に
ま
ず
、
代
表
機
構
と
し
て
「
市
民
の
ヒ
ロ
バ
」
で
あ
る
こ
と

が
基
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。

　
そ
こ
か
ら
自
ず
と
導
き
出
さ
れ
る
改
革
の
論
点
は
、
議
会
へ
の
市
民
参
加
で
あ
る
。
本
会
議
な
い
し
全
員
協
議
会
、
委
員
会
や
そ
の
協

議
会
の
主
催
で
市
民
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
や
、
委
員
会
で
の
「
公
聴
会
」「
参
考
人
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
市
民
参
加
の
制
度
を
も
う

一
歩
す
す
め
て
、
儀
式
化
す
る
こ
と
な
く
議
会
討
議
に
市
民
が
実
質
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
が
提
言
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
主
権
者

と
し
て
の
市
民
の
位
置
づ
け
の
も
と
で
は
、
請
願
・
陳
情
と
い
う
用
語
も
市
民
提
案
制
度
へ
の
見
直
し
の
必
要
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
の

審
議
過
程
で
市
民
が
自
ら
議
場
で
説
明
す
る
な
ど
の
審
議
参
加
が
想
定
さ
れ
る
。〈
市
民
の
議
会
〉、〈
市
民
の
ヒ
ロ
バ
〉
と
し
て
の
位
置

づ
け
を
基
本
と
し
て
、
本
来
二
元
代
表
制
の
も
と
で
行
政
依
存
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
議
会
と
い
う
機
関
が
、
組
織
、
運
営
に
つ
い
て
の

自
立
権
を
発
揮
す
る
た
め
の
基
本
的
な
し
く
み
が
「
議
会
基
本
条
例
」
な
の
で
あ
る
。

　
機
関
委
任
事
務
制
度
の
も
と
で
、
知
事
・
市
町
村
長
が
国
の
実
施
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
事
務
に
つ
い
て
は
議
会
の
条
例

制
定
権
な
ど
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
時
代
に
形
成
さ
れ
た
、
長
を
〈
オ
カ
ミ
〉
と
認
識
し
た
上
で
、
そ
れ
に
お
伺
い
を
立
て
る
「
質
問
」

「
質
疑
」
に
終
止
し
て
き
た
自
治
体
議
会
の
運
営
を
、「
議
会
は
市
民
主
権
を
土
台
と
し
、
市
民
の
選
挙
に
よ
っ
て
成
立
す
る
市
民
の
「
代

表
機
構
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
が
終
わ
れ
ば
「
国
家
統
治
」
の
下
請
機
構
と
し
て
市
民
に
君
臨
し
が
ち（

（（
（

」
で
あ
っ
た
と
松
下



松
下
圭
一
の
「
基
本
条
例
」
論
と
議
会
基
本
条
例
一
〇
年
の
展
開
（
廣
瀬
）�

一
二
一

は
批
判
す
る
。
分
権
一
括
法
が
成
立
し
、
機
関
分
立
主
義
の
原
点
に
返
る
な
ら
ば
、
議
員
間
の
自
由
討
議
中
心
に
議
会
を
運
営
す
る
こ
と

が
当
然
と
な
る
。「
そ
こ
に
市
民
参
加
の
手
続
を
と
り
い
れ
、
議
会
の
多
様
な
情
報
・
意
見
さ
ら
に
政
策
構
想
を
ふ
く
め
て
…
…
議
会
独

自
に
公
開
」
す
る
こ
と
な
ど
、
市
民
が
参
加
で
き
る
ヒ
ロ
バ
と
し
て
の
議
会
を
つ
く
り
、
そ
こ
か
ら
の
情
報
発
信
を
強
め
、
政
策
・
条
例

の
立
案
を
積
極
的
に
お
こ
な
う
こ
と
が
提
言
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
各
種
専
門
家
（
そ
の
中
に
は
市
民
の
な
か
に
存
在
す
る
各
種
分

野
の
専
門
家
が
想
定
さ
れ
る
（
と
議
論
す
る
議
員
研
究
会
等
市
民
の
議
会
に
ふ
さ
わ
し
い
運
用
ル
ー
ル
の
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。

　
議
場
に
長
や
行
政
職
員
を
呼
ぶ
こ
と
は
最
小
限
に
留
め
て
、
議
員
間
の
自
由
討
議
を
議
事
の
中
心
に
置
く
た
め
に
は
、
審
議
の
た
め
の

基
礎
情
報
は
文
書
で
あ
ら
か
じ
め
得
て
お
く
と
い
う
想
定
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
文
書
質
問
を
多
く
し
て
い
く
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「『
わ
が
』
自
治
体
が
直
面
す
る
新
段
階
の
問
題
整
理
を
市
民
、
長
・
議
会
、
職
員
が
共
有
す
る

こ
と
が
、
ま
ず
、
は
じ
ま
り（

（（
（

」
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
活
動
を
有
効
に
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、
議
会
事
務
局
の
強
化
や
議
会
図
書

室
の
充
実
と
市
民
の
利
用
へ
の
開
放
が
提
起
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
議
会
の
自
立
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、
長
の
議
会
招
集
権
に
よ
っ
て
法
定
さ
れ
た
議
会
の
権
能
が
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、

法
定
さ
れ
て
お
ら
ず
議
会
の
自
立
的
な
判
断
で
実
践
で
き
る
閉
会
中
の
活
動
の
積
極
的
な
展
開
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
地
方
自
治
法
改
正

が
必
要
な
長
の
招
集
権
の
見
直
し
を
想
定
し
つ
つ
、
当
面
の
改
革
手
法
と
し
て
、
会
期
制
に
し
ば
ら
れ
な
い
事
実
上
の
活
動
を
積
極
的
に

展
開
す
る
こ
と
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
事
実
上
の
「
通
年
議
会
」
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

　
議
会
基
本
条
例
は
、
そ
れ
が
基
本
法
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
最
高
規
範
性
が
強
調
さ
れ
る
。『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』

に
お
い
て
は
、
こ
の
点
は
必
ず
し
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
基
本
条
例
は
長
期
・
総
合
の
自
治
体
計
画
、
と
く
に
国
法
運
用
な

い
し
政
策
法
務
の
自
治
体
基
準
と
し
て
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
は
国
法
の
上
位
基
準
と
い
う
位
置
づ
け
と
な（

（（
（

」
る
と
い
う
位
置
づ
け
や
、

「
基
本
条
例
は
自
治
体
の
〈
最
高
規
範
〉
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
自
治
体
で
は
国
法
運
用
の
上
位
規
範
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
と
思
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う
。
自
治
体
が
個
別
国
法
の
自
治
解
釈
権
、
さ
ら
に
自
治
体
課
題
全
域
で
の
自
治
立
法
権
を
二
〇
〇
〇
年
分
権
改
革
で
獲
得
し
た
か
ぎ
り
、

基
本
条
例
を
枠
組
と
し
て
個
別
国
法
解
釈
ま
た
個
別
条
例
立
法
が
お
こ
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る（

（（
（

」
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
他
の
条
例
や

規
則
な
ど
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
上
位
規
範
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
も
つ
議
会
基
本
条
例
で
あ
る
。
基
本
法＞

基
本
法
実
施
法＞

一
般
法

と
い
う
階
層
性
・
体
系
性
が
自
治
体
基
本
条
例
と
し
て
の
（
あ
る
い
は
そ
の
実
施
法
と
し
て
の
（
議
会
基
本
条
例
に
も
当
然
適
用
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
基
本
条
例
の
制
定
手
続
に
つ
い
て
は
、『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』
に
お
い
て
は
「
各
自
治
体
に
は
そ
の
〈
基
本
法
〉
と
し

て
、
住
民
投
票
に
も
と
づ
く
《
基
本
条
例
》
の
策
定
が
問
わ
れ
て
い
ま
す（

（（
（

」
と
、
住
民
投
票
手
続
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

後
二
〇
〇
五
年
刊
行
の
『
転
型
期
日
本
の
政
治
と
文
化
』
に
お
い
て
は
「
基
本
条
例
の
策
定
は
、
今
日
よ
う
や
く
各
自
治
体
で
試
行
錯
誤

か
ら
は
じ
ま
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
住
民
投
票
は
、
通
常
の
議
会
手
続
に
よ
る
基
本
条
例
制
定
後
、
こ
れ
を
何
回
か
改
定
し
て
、
そ
の
規
範

性
・
実
効
性
に
自
信
を
も
っ
た
段
階
で
お
こ
な
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か（

（（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
記
述
は
二
〇
一
〇
年
刊
の
『
自

治
体
改
革
＊
歴
史
と
対
話
』
に
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
ち
ら
で
は
「
二
〇
年
ほ
ど
の
時
間
が
た
っ
て
、
条
文
と
し
て
も
成
熟
し
た
と
判
断

し
う
る
状
態
が
き
た
と
き
、
は
じ
め
て
住
民
投
票
を
お
こ
な
え
ば
よ
い
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す（

（（
（

」
と
、
そ
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン
が
か
な
り

長
く
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
時
間
を
か
け
て
見
直
し
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
運
用
し
な
が
ら
関
連
条
例
を
整
備
し
た
り
、

既
存
例
規
を
見
直
し
た
り
し
つ
つ
、
実
効
性
の
あ
る
規
範
を
成
熟
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

二
　
松
下
「
基
本
条
例
」
論
と
栗
山
町
議
会
基
本
条
例



松
下
圭
一
の
「
基
本
条
例
」
論
と
議
会
基
本
条
例
一
〇
年
の
展
開
（
廣
瀬
）�

一
二
三

⑴
北
海
道
自
治
体
学
会
・
議
会
研
究
会
試
案

　
松
下
の
基
本
条
例
論
は
、
第
一
次
分
権
改
革
が
検
討
途
上
に
あ
っ
た
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
自
治
体
関
係
者
な
ど
を
対
象
と
す
る

講
演
等
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
の
い
く
つ
か
は
、
そ
の
よ
う
な
講
演
録
で
あ
る
。
と
く
に
議

会
基
本
条
例
と
い
う
名
称
が
登
場
す
る
『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』
所
収
の
「
自
治
体
議
会
に
改
革
構
想
を
」
は
、
北
海
道
自
治
体
学
会
が

一
九
九
八
年
一
一
月
に
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
講
演
録
で
あ
り
、
初
出
は
北
海
道
町
村
会
『
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
（

（

0
』
一
九

九
九
年
一
月
号
で
あ
っ
た
。

　
松
下
の
提
起
し
た
基
本
条
例
論
は
、
そ
の
後
地
方
自
治
基
本
法
構
想
に
と
も
な
う
自
治
基
本
条
例
構
想
に
展
開
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、

ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
策
定
や
そ
の
後
の
自
治
基
本
条
例
の
制
定
の
広
が
り
に
つ
な
が
っ
て
い
く
が
、
本
稿
で
は
そ
ち
ら
に

は
立
ち
入
ら
ず
、
議
会
基
本
条
例
の
制
定
と
そ
の
後
の
展
開
に
限
っ
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
栗
山
町
議
会
で
は
二
〇
〇
〇
年
の
一
〇
月
に
就
任
し
た
橋
場
利
勝
議
長
の
も
と
で
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
議
会
改
革
に
と
り
く
み
、
そ
の

成
果
を
制
度
と
し
て
定
着
す
べ
く
議
会
基
本
条
例
を
二
〇
〇
六
年
五
月
に
制
定
し
た（

（（
（

。
と
く
に
、
二
〇
〇
五
年
に
開
始
し
た
議
会
報
告
会

に
お
い
て
、
そ
こ
に
参
加
し
た
議
員
の
時
だ
け
で
な
く
条
例
と
し
て
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
住
民
の
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
条

例
化
に
進
む
契
機
と
な
っ
た
と
い
う（

（（
（

。
当
時
の
栗
山
町
議
会
事
務
局
長
中
尾
修
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
条
例
化
に
際
し
て

参
考
に
さ
れ
た
の
が
渡
辺
三
省
「
議
会
基
本
条
例
の
制
定
を
契
機
と
し
た
こ
れ
か
ら
の
議
会
の
姿
─
─
議
会
基
本
条
例
要
綱
研
究
会
試

案
」（『
北
海
道
自
治
研
究
』
二
〇
〇
四
年
一
一
月
号
（
で
あ
っ
た（

（（
（

。

　
こ
の
試
案
は
、
二
〇
〇
三
年
三
月
か
ら
開
催
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年
三
月
に
報
告
書
を
ま
と
め
た
北
海
道
自
治
体
学
会
議
会
研
究
会
の
研

究
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
前
半
で
考
え
方
を
述
べ
、
後
半
に
議
会
基
本
条
例
要
綱
（
試
案
（（
以
下
「
試
案
」（
が
解
説
付
き
で
記
述
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さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
中
尾
に
よ
る
と
、
も
と
も
と
条
例
化
を
検
討
し
た
目
的
は
栗
山
町
議
会
の
四
年
半
の
と
り
く
み
を
制
度
化
す
る
こ
と
、
と

く
に
議
会
報
告
会
を
継
続
す
る
こ
と
に
あ
っ
た（

（（
（

が
、
試
案
に
は
議
会
報
告
会
の
規
定
は
な
く
、
栗
山
町
に
適
合
し
な
い
部
分
は
適
宜
手
を

加
え
て
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
は
立
案
さ
れ
た
。
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
と
試
案
と
の
異
同
に
つ
い
て
は
次
項
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、

本
項
で
は
ま
ず
試
案
の
概
要
と
、
松
下
の
提
起
し
た
議
会
基
本
条
例
と
の
異
同
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　『
北
海
道
自
治
研
究
』
掲
載
の
渡
辺
三
省
論
文
の
前
半
で
は
、
松
下
の
『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』
が
参
照
さ
れ
、「
市
民
の
議
会
」「
市

民
の
ヒ
ロ
バ
」
と
し
て
の
議
会
像
を
基
礎
と
し
て
試
案
が
検
討
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
改
革
理
念
に
関
す
る
規
定
の
な

か
で
は
、「
市
民
の
多
様
な
意
見
を
的
確
に
把
握
し
、
市
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
運
営
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、

「
議
会
が
自
由
討
議
の
広
場
で
あ
る
」
と
の
議
会
像
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
議
会
の
会
議
に
お
け
る
審
議
に
つ
い
て
規
定
し
た
部
分
に

は
「
採
決
権
限
の
な
い
委
員
外
議
員
及
び
市
民
を
加
え
、
討
議
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
」
と

規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
の
ヒ
ロ
バ
と
し
て
の
議
会
の
制
度
化
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。

　
市
民
と
の
対
話
の
場
の
設
定
と
し
て
は
議
会
の
諸
会
議
（
本
会
議
、
常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
の
他
、
全
員
協
議
会
、
委
員
協
議
会
、

一
般
会
議
等
（
主
催
の
「
市
民
会
議
」
を
開
催
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
会
期
中
又
は
閉
会
中
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
民
が
議
会
の
活
動
に
参

加
で
き
る
よ
う
十
分
配
慮
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
一
般
会
議
（
後
述
（
を
除
き
、
概
ね
松
下
の
提
案
に
沿
っ
た
規
定
ぶ
り
と
な
っ

て
い
る
。
広
聴
広
報
に
つ
い
て
は
、
情
報
公
開
と
説
明
責
任
を
明
示
し
、
具
体
的
な
提
案
と
し
て
は
「
個
々
の
議
員
の
採
決
態
度
の
公

表
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
提
案
は
松
下
の
提
起
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
試
案
で
具
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
議
会
へ
の
市
民
参
加
に
関
し
て
は
、
松
下
の
提
起
に
沿
っ
て
、
請
願
・
陳
情
を
市
民
提
案
と
位
置
づ
け
、
必
ず
市
民
の
意
見
を
聴
く
機

会
を
設
け
る
こ
と
や
、
既
存
の
制
度
で
あ
る
公
聴
会
、
参
考
人
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
政
策
立
案
に
関
連
し

て
、
市
民
、
市
民
団
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
の
連
携
に
よ
り
議
員
の
政
策
提
案
の
強
化
を
図
る
こ
と
を
盛
り
込
ん
で
い
る
こ
と
も
、
松
下
の
提
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起
に
沿
っ
た
内
容
で
あ
る
。

　
議
会
と
首
長
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
文
書
質
問
を
盛
り
込
ん
で
い
る
点
が
松
下
の
提
案
に
沿
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
他
方

で
、
首
長
や
行
政
側
か
ら
議
員
に
対
す
る
反
問
権
を
認
め
る
規
定
を
設
け
た
点
は
松
下
の
議
論
に
は
出
て
こ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま

た
争
点
情
報
の
形
成
の
た
め
に
ア
．
政
策
の
発
生
源
、
イ
．
提
案
に
至
る
ま
で
に
検
討
し
た
代
替
案
の
内
容
、
ウ
．
他
の
自
治
体
の
類
似

す
る
政
策
と
の
比
較
検
討
、
エ
．
政
策
策
定
に
お
け
る
市
民
参
加
の
実
施
と
そ
の
内
容
、
オ
．
政
策
策
定
に
使
用
し
た
情
報
と
公
開
の
有

無
、
カ
．
総
合
計
画
上
の
根
拠
、
キ
．
財
源
措
置
の
詳
細
、
ク
．
将
来
に
わ
た
る
コ
ス
ト
計
算
、
の
七
項
目
を
明
示
し
て
、
長
に
議
会
へ

の
説
明
を
求
め
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。

　
議
会
の
政
策
立
案
に
つ
い
て
は
、
政
策
・
議
案
審
査
会
の
設
置
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
ま
ち
づ
く
り
の
構
想
、
デ
ザ
イ
ン
等
に

つ
い
て
、
調
査
、
研
究
、
提
案
、
情
報
発
信
等
を
行
う
」
も
の
で
、
解
説
に
よ
る
と
「
議
会
に
は
お
け
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
附

属
機
関
に
つ
い
て
、
議
員
の
政
策
形
成
・
立
案
能
力
を
高
め
、
そ
の
結
果
議
会
と
し
て
の
権
能
を
た
か
め
る
観
点
か
ら
、「
政
策
・
議
案

審
査
会
」
を
設
置
し
、
議
員
の
議
案
提
出
を
活
性
化
す
る
も
の
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
議
員
研
修
の
充
実
強
化
の
項
目
と
し
て
、

「
各
分
野
の
専
門
家
、
市
民
等
と
議
論
す
る
議
員
研
究
会
を
積
極
的
に
開
催
す
る
」
も
の
と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
松
下
の
提
案
を
踏
襲

し
て
い
る
。

　
議
会
運
営
上
の
議
会
の
自
立
性
を
確
立
す
る
た
め
に
、
法
律
に
よ
る
規
定
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
等
の

制
約
を
こ
え
て
主
体
的
に
活
動
す
る
た
め
の
会
議
と
し
て
「
一
般
会
議
」
を
設
置
し
て
い
る
。
松
下
の
提
起
で
は
、
条
例
に
も
と
づ
い
て

法
定
さ
れ
た
組
織
や
活
動
の
枠
外
で
自
由
に
議
会
が
設
定
す
る
組
織
、
活
動
を
積
極
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ

を
具
体
化
す
る
ひ
と
つ
の
方
式
と
し
て
「
一
般
会
議
」
が
提
案
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
松
下
が
議
会
の
自
律
的
な
活
動
の
展

開
の
た
め
に
閉
会
中
の
活
動
を
意
識
的
に
強
調
し
た
「
通
年
議
会
」
に
つ
い
て
は
、
試
案
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
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議
会
基
本
条
例
の
最
高
規
範
性
に
つ
い
て
は
「
議
会
運
営
に
お
け
る
最
高
規
範
」
と
し
た
う
え
で
「
こ
の
条
例
に
違
反
す
る
議
会
の
条

例
、
規
則
、
規
程
等
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
そ
の
具
体
的
な
効
果
を
明
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
継
続
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
は
、

改
選
ご
と
の
見
直
し
を
規
定
し
て
い
る
。

⑵
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
と
試
案
の
異
同

　
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
（
以
下
栗
山
町
条
例
（
は
、『
北
海
道
自
治
研
究
』
掲
載
記
事
の
著
者
で
あ
る
渡
辺
三
省
氏
に
橋
場
議
長
以
下

が
面
会
し
て
許
可
を
得
た
上
で
、
こ
の
試
案
を
モ
デ
ル
と
し
つ
つ
、
個
々
の
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
栗
山
町
議
会
の
改
革
成
果
を
盛
り
込

み
、
試
案
の
内
容
の
う
ち
栗
山
町
の
現
状
に
盛
り
込
み
が
た
い
も
の
に
つ
い
て
は
修
正
を
加
え
て
完
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う（

（（
（

。
渡
辺
氏

の
二
〇
一
三
年
の
論
文
に
よ
る
と
「
試
案
の
柱
と
な
る
項
目
の
九
割
程
度
を
取
り
入
れ
て
い
た
だ
い
て
い
る（

（（
（

」
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
二
〇
〇
六
年
に
制
定
さ
れ
た
当
初
の
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
は
、
改
革
理
念
の
設
定
を
ふ
く
め
て
多
く
の
項
目
に
つ
い

て
試
案
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
。
各
項
目
の
異
同
に
つ
い
て
は
表
（
に
ま
と
め
た
。
な
お
、
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
は
制
定
後

二
〇
一
六
年
七
月
ま
で
の
間
に
八
回
の
改
正
を
経
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
条
項
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
運
用
上
の
見
直
し
を
経

て
ど
の
よ
う
に
議
会
基
本
条
例
が
展
開
し
て
行
っ
た
の
か
を
示
す
も
の
と
し
て
、
区
別
し
て
表
に
加
え
た
。

　
試
案
に
あ
っ
て
栗
山
町
条
例
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
項
目
と
し
て
は
、「
文
書
質
問
」、「
政
策
・
議
案
審
査
会
」、「
市
民
、
市
民

団
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
の
連
携
」
が
あ
り
、
ま
た
、
松
下
の
提
起
に
含
ま
れ
て
い
る
が
試
案
に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
「
通
年
議
会
」
も
栗
山

町
条
例
に
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。

　
逆
に
、
松
下
の
提
起
に
な
か
っ
た
（
具
体
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
も
の
で
、
試
案
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
の
う
ち
、「
反
問
権
」、
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「
争
点
情
報
形
成
の
た
め
の
政
策
に
つ
い
て
の
説
明
項
目
の
明
示
（
た
だ
し
、
項
目
の
う
ち
い
く
つ
か
は
変
更
さ
れ
て
い
る
（」、「
一
般
会

議
」
な
ど
は
栗
山
町
条
例
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
試
案
に
な
か
っ
た
内
容
で
栗
山
町
条
例
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
は
「
議
会
報
告
会
」
と
「
総
合
計
画
を
ふ
く
む
五
つ
の
計
画
の
議
決

事
件
化
」
で
あ
る
。
試
案
の
市
民
会
議
で
は
な
く
議
会
報
告
会
を
盛
り
込
ん
だ
栗
山
町
条
例
だ
が
、
運
用
上
は
一
般
会
議
が
テ
ー
マ
を
設

定
し
て
市
民
と
対
話
を
行
う
場
と
な
っ
て
お
り
、
議
会
運
用
の
自
立
性
を
た
か
め
る
た
め
の
法
定
さ
れ
て
い
な
い
会
議
と
し
て
の
位
置
づ

け
よ
り
も
、
効
果
的
な
市
民
と
議
会
と
の
対
話
の
場
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
鮮
明
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
反
映
し
て
、
二
〇
一
六
年

の
条
例
改
正
に
お
い
て
は
「
法
律
に
よ
り
活
動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
等
の
制
約
を
こ
え
て
」
と
い
う
文
言
が

削
除
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
「
一
般
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
」
と
し
て
、
議
会
の
組
織
自
律
権
の
明
確
化
を

図
っ
て
い
る（

（（
（

。

　
な
お
、
図
（
は
試
案
に
付
さ
れ
た
「
議
会
基
本
条
例
の
イ
メ
ー
ジ
」
で
、
栗
山
町
条
例
の
制
定
に
あ
た
っ
て
付
さ
れ
た
の
が
図
（
で
あ

る
。
図
（
の
上
の
部
分
に
つ
い
て
、
例
示
の
箇
所
を
栗
山
町
議
会
の
改
革
項
目
に
即
し
て
差
し
替
え
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
ほ
ぼ
同
じ

も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
試
案
と
栗
山
町
条
例
の
内
容
の
共
通
性
が
こ
こ
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。

　
な
お
、
一
⑴
で
触
れ
た
議
会
基
本
条
例
と
自
治
基
本
条
例
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
栗
山
町
条
例
に
約
半
年
先
行
し
て
、
ニ
セ
コ

町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
改
正
に
よ
っ
て
議
会
の
章
が
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。
ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例

は
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
に
制
定
さ
れ
た
時
点
で
は
議
会
に
関
す
る
規
定
を
含
ん
で
お
ら
ず
、「
行
政
基
本
条
例
」
と
い
う
べ
き
内
容
だ

っ
た
が
、
二
〇
〇
五
年
改
正
に
よ
っ
て
議
会
に
つ
い
て
も
単
な
る
理
念
的
条
項
に
と
ど
ま
ら
ず
具
体
的
な
規
定
を
も
ち
、
包
括
的
総
合
的

な
自
治
体
基
本
条
例
と
い
え
る
構
成
に
な
っ
た
。
そ
の
議
会
条
項
で
あ
る
第
六
章
の
内
容
も
表
（
に
示
し
た
。
そ
こ
で
は
、「
広
く
町
民

か
ら
意
見
を
求
め
る
よ
う
努
め
る
」
規
定
や
、「
討
議
を
基
本
と
す
る
」
こ
と
に
始
ま
り
、「
説
明
者
の
質
問
権
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
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図 （　議会基本条例のイメージ

流れが活発化することで、相互作用により三者の関係が拡大していく。

市民参加

議会

住民 長

情報公開 説明責任 自由討論 政策立案 監視機能

例
示

【地方自治法】議員定数（上限あり）・議会の招集権（長）・定例
会の回数（4 回以内）・常任委員会委員就任（1 箇に限る。）・自
治体職員が議員になれないこと。等

【公職選挙法】議員の被選挙権が 25歳以上であること。　等

①

② ③ ④

法律に規定されており、
現在のところ自由にならない領域

法律に基づき、
条例で規定できる領域

自由にできる領域法律で規定されているが、
ある程度自由にできる領域

現状の課題、問題点等の抽出、解決に向けた論点整理

・  地方自治法第 96 条第 2
項に基づく、議会の議決
事件の追加

・  自治法第 100 条第 12 項
に基づく、政務調査費に
対する領収証添付の義務
付けと公開
　等

・  自治法第 100条第 16項に基づ
く図書室の設置⇒執行機関の
資料を含めた施設の共用化に
よる利用促進

・  自治法第 120 条に基づく会議
規則を議会基本条例に対応し
た内容とする。

・  自治法第 109 条第 5 項に基づ
く参考人制度の活用　等

・  議員間の自由討議の活発化と長の反
問権の明確化

・  市民参加のシステムづくり
・  委員会及び委員会資料等の公開等議
会の情報公開の推進と説明責任⇒Ｉ
Ｔの活用

・  議会事務局（調査・法制）の体制整備 , 
市民・NPO等との連携 ,職員の広域
的採用

・  議員研修の充実  ・議員による広報
編集

・  議場の空間整備　　　　　　　　　
等

議会基本条例の制定
実現した項目については，住民
向けに「改革項目」として順次
PR

工夫次第で多くの活性
化策が実現可能

議会・住民・長の拡大循環関係図議会基本条例制定に
より自治体が目指す
もの

・  議員同志の活発な自由討議
・  政策立案能力向上と事務局の体制機能の強化
・  執行機関に対するチェック機能の充実
・  市民参加機能の保障
・  情報公開と説明責任

・  市民自治の拡充
・  議会・行政への市民参加
・  議会・行政に対するチェック機能の充実
・  住民投票

・  リーダーシップ　・市民参加
・  議会との政策に関する討議の活発化
・  職員の政策形成能力の向上
・  分権型社会に対応した政策法務、行政の総合
化等の推進　・情報公開と説明責任

議会基本条例検討に当たっての基本的な守備範囲

出典）注（（（）渡辺三省論文（（00（ 年）より
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一
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図 （　栗山町議会基本条例のイメージ

出典）栗 山 町 議 会 web ペ ー ジ（http : //www.town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/activity/file/
a_00（.pdf）より
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り
、
政
策
会
議
の
設
置
、
議
会
の
自
主
性
及
び
自
立
性
に
も
と
づ
い
て
「
閉
会
中
に
も
町
政
へ
の
町
民
の
意
思
の
反
映
を
図
る
た
め
調
査

及
び
検
討
等
に
努
め
る
こ
と
」
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
試
案
の
な
か
の
特
徴
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
当
初
の
策
定
時
に
お
い
て
は
、
専
門
家
に
よ
る
検
討
と
し
て
札
幌
地
方
自
治
法
研
究
会
の
自
治
基

本
条
例
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
（
自
治
プ
ロ
（
が
、
自
治
基
本
条
例
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
な
る
条
例
を
作
成
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
議

会
に
関
す
る
条
項
も
含
ま
れ
て
い
た（

（（
（

。
こ
の
内
容
に
も
、「
討
論
を
基
本
と
す
る
」「
説
明
者
（
長
や
行
政
職
員
（
を
討
論
に
加
え
る
こ
と

が
で
き
る
」「
閉
会
中
に
お
い
て
も
、
町
政
へ
の
町
民
の
意
思
の
反
映
を
図
る
た
め
、
ま
ち
づ
く
り
の
施
策
の
検
討
、
調
査
等
の
活
動
に

努
め
る
」
な
ど
の
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
自
治
プ
ロ
試
案
は
二
〇
〇
〇
年
六
月
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
北
海
道
自
治
体
学
会
議
会

研
究
会
の
議
会
基
本
条
例
試
案
よ
り
も
先
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
討
論
を
基
本
と
す
る
こ
と
や
、
閉
会
中
活
動
を
重
視
す
る
点
、
そ
の
閉
会
中
活
動
に
つ
い
て
「
議
会
の
自
主
性
及
び
自
立
性
に
も
と
づ

い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
を
わ
ざ
わ
ざ
設
け
て
い
る
点
な
ど
は
、
松
下
の
議
会
基
本
条
例
の
提
起
に
通
じ
る
も
の
が

あ
る
。
そ
し
て
、
説
明
者
を
討
論
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
は
、
試
案
の
反
問
権
に
つ
な
が
り
う
る
内
容
で
あ
る
。
松
下
の
提
起
す

る
議
会
の
「
自
由
討
議
」
は
、
首
長
な
ど
の
出
席
を
求
め
ず
に
議
員
間
で
行
う
こ
と
を
想
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
議
会
の
行
政
依
存
を
正

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
行
政
関
係
者
の
議
会
へ
の
出
席
を
抑
制
す
る
方
向
を
め
ざ
す
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
は
長
の
反
問

権
と
い
う
発
想
に
は
つ
な
が
り
に
く
い
が
、
自
治
プ
ロ
試
案
は
反
問
権
に
近
い
も
の
と
い
え
る
。

　
松
下
の
基
本
条
例
論
の
提
起
を
受
け
て
そ
れ
ぞ
れ
に
行
わ
れ
た
研
究
（
自
治
プ
ロ
、
北
海
道
自
治
体
学
会
議
会
研
究
会
（
の
成
果
が
、

相
互
に
伝
播
し
、
展
開
し
て
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
栗
山
町
条
例
と
並
ん
で
初
期
に
制
定
さ
れ
た
議
会
基
本
条
例
と
し
て
は
、
三
重
県
議
会
基
本
条
例
（
以
下
三
重
県
条
例
（
が
あ

る
。
こ
ち
ら
は
広
域
自
治
体
の
制
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
栗
山
町
条
例
と
は
構
成
そ
の
他
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
表
（
の
な
か
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に
、
そ
の
構
成
要
素
を
記
入
し
た
。
市
民
と
の
対
話
の
場
の
設
け
方
が
理
念
的
な
規
定
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
議
会
報
告
会
、
一
般

会
議
な
ど
具
体
的
な
場
の
設
定
を
明
記
し
て
い
る
栗
山
町
条
例
と
対
照
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
他
方
、
附
属
機
関
、
調
査
機
関
、
検
討
会
等

政
策
立
案
な
ど
の
た
め
に
議
会
内
の
組
織
を
設
け
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
ほ
か
、
議
会
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
議
会
内
組
織
を
条
例

に
も
と
づ
い
て
設
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

　
な
お
、
議
会
改
革
推
進
組
織
の
設
置
や
、
政
策
立
案
の
た
め
の
議
会
内
組
織
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
後
の
改
正
に
よ
っ
て
栗
山
町
条
例

に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

三
　
議
会
基
本
条
例
一
〇
年
の
展
開

　
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
の
制
定
か
ら
一
〇
年
が
経
過
す
る
間
に
、
全
国
の
七
三
六
の
自
治
体
で
議
会
基
本
条
例
が
制
定
さ
れ
る
に
至
り
、

そ
の
間
議
会
基
本
条
例
の
内
容
に
つ
い
て
も
一
定
の
展
開
が
見
ら
れ
た
。
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
栗
山
町
条
例
自
体
が
、
す
で
に
八
回

の
改
正
を
経
て
さ
ま
ざ
ま
な
条
項
の
追
加
や
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
栗
山
町
条
例
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後

制
定
さ
れ
た
条
例
で
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
項
目
も
存
在
す
る
。

　
本
項
で
は
そ
の
よ
う
な
展
開
に
よ
っ
て
、
松
下
の
議
会
基
本
条
例
論
が
提
起
し
た
内
容
の
う
ち
、
何
が
実
現
さ
れ
、
何
が
と
り
く
ま
れ

な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
栗
山
町
議
会
は
、
議
会
基
本
条
例
の
改
正
を
通
し
て
、
前
項
に
述
べ
た
よ
う
に
条
例
に
も
と
づ
く
議
会
改
革
推
進
組
織
や
政
策
立
案
の

た
め
の
調
査
機
関
を
設
置
し
た
。
ま
た
、
議
会
モ
ニ
タ
ー
（
町
民
に
委
嘱
し
、
議
会
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
て
も
ら
う
（、
議
会
サ
ポ
ー

タ
ー
（
有
識
者
に
委
嘱
し
、
議
会
が
必
要
と
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
る
（
を
設
置
し
て
、
議
会
の
活
動
の
な
か
に
市
民
と
専
門
家
を
交
え
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る
た
め
の
仕
組
み
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
般
会
議
は
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
そ
れ
に
関
係
す
る
市
民
と
意
見
交
換
を
自
由
に
行
う

場
と
し
て
活
用
さ
れ
、
た
と
え
ば
総
合
計
画
の
策
定
に
際
し
て
、
市
民
と
議
会
と
の
意
見
交
換
の
う
え
で
、
両
者
が
協
力
し
て
あ
る
べ
き

計
画
像
を
提
起
す
る
な
ど
の
展
開
も
経
験
し
た（

（（
（

。
実
際
に
は
ま
だ
実
施
の
機
会
は
な
い
が
、
議
会
基
本
条
例
の
な
か
で
住
民
の
意
思
を
把

握
す
る
た
め
に
議
会
が
住
民
投
票
を
実
施
で
き
る
こ
と
も
条
例
化
さ
れ
て
い
る
。
議
会
が
「
市
民
の
ヒ
ロ
バ
」
と
な
る
た
め
の
手
段
が

諸
々
取
り
揃
え
ら
れ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。

　
他
の
自
治
体
の
と
り
く
み
例
と
し
て
は
、
議
場
で
一
般
質
問
修
了
後
に
、
傍
聴
者
か
ら
そ
の
質
問
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
や
質
問
を
受
け

る
時
間
を
設
定
し
て
い
る
長
崎
県
小
値
賀
町
議
会
の
「
模
擬
公
聴
会（

（（
（

」
や
、
議
員
と
市
民
（「
町
民
サ
ポ
ー
タ
ー
」（
が
協
力
し
て
政
策
づ

く
り
に
と
り
く
む
長
野
県
飯
綱
町
議
会（

（（
（

な
ど
、
市
民
と
の
連
携
の
広
が
り
が
み
ら
れ
る
。

　
栗
山
町
条
例
を
契
機
と
し
て
全
国
に
ひ
ろ
が
っ
た
議
会
報
告
会
は
、
二
〇
一
五
年
に
実
施
し
た
議
会
が
五
六
一
、
特
定
テ
ー
マ
に
つ
い

て
の
住
民
と
の
意
見
交
換
の
機
会
を
設
け
た
議
会
が
三
〇
一
（
重
複
あ
り
（
と
な
っ
て
い
る（

（（
（

。
そ
の
開
催
方
法
と
し
て
は
、
小
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
を
採
用
す
る
な
ど
、
対
話
的
な
方
法
が
多
様
に
試
み
ら
れ
な
が
ら
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
る（

（（
（

。

　
栗
山
町
議
会
で
は
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
が
、
松
下
が
議
会
の
行
政
依
存
か
ら
の
脱
却
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
と
ら
え
た
議
長
に

よ
る
議
会
の
招
集
と
、
行
政
か
ら
自
立
し
た
議
会
運
営
の
た
め
の
「
通
年
議
会
」
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
北
海
道
白
老
町
議
会

が
従
前
の
会
期
制
度
の
上
で
会
期
を
年
一
回
と
す
る
こ
と
に
踏
み
切
り
、
そ
の
後
二
〇
一
二
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
っ
て
「
通
年
の

会
期
」（
第
一
〇
〇
条
の
二
（
が
制
度
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
条
例
に
よ
っ
て
毎
年
特
定
の
日
か
ら
翌
年
の
前
日
ま
で
を
会
期
と

す
る
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
、
こ
の
場
合
、
条
例
に
定
め
る
日
を
も
っ
て
招
集
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
規
定
（
同
条
第
二
項
（
が
あ
り
、

事
実
上
首
長
に
よ
る
招
集
を
待
つ
こ
と
な
く
、
い
つ
で
も
議
会
が
会
議
を
開
き
権
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

通
年
の
会
期
制
度
を
採
用
し
て
い
る
議
会
は
現
在
の
と
こ
ろ
ご
く
少
数
だ
が（

（（
（

、
運
営
日
程
の
組
み
方
に
関
す
る
議
会
の
自
律
権
が
こ
の
よ
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う
な
形
で
実
現
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
変
化
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
松
下
は
基
本
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
、
空
文
化
の
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

（（
（

。
基
本
条
例
の
制
定
状
況
と
、

自
治
体
議
会
の
運
用
実
態
を
対
比
し
て
み
る
時
、
も
っ
と
も
空
文
化
が
う
か
が
わ
れ
る
の
が
、
自
由
討
議
で
あ
る
。
会
議
規
則
や
条
例
で

議
員
間
討
議
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
自
治
体
が
三
六
・
六
％
で
あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
長
の
提
出
議
案
に
つ
い
て
議
員
間
の
討
議
が

お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
議
会
が
七
六
・
三
％
に
の
ぼ
る（

（（
（

。
松
下
の
基
本
条
例
論
に
お
い
て
、
自
治
体
議
会
の
行
政
に
対
す
る
自
立
性
を
確

立
す
る
た
め
に
不
可
欠
と
さ
れ
た
の
が
、
議
員
間
の
自
由
討
議
を
基
本
と
し
て
議
事
を
組
み
立
て
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
反
映
し
て
、

議
会
基
本
条
例
の
多
く
は
自
由
討
議
を
基
本
と
す
る
こ
と
を
条
文
上
は
盛
り
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
多
く

の
自
治
体
議
会
で
運
用
実
態
に
反
映
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
著
者
は
最
近
の
別
稿
で
、
議
会
基
本
条
例
の
効
果
に
つ
い
て
、
⑴
議
会
の
あ
り
方
や
改
革
理
念
の
提
示
、
⑵
議
会
改
革
を
総
合
的
に
提

示
す
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
に
よ
る
改
革
の
推
進
、
⑶
市
民
と
の
対
話
の
場
の
多
様
な
展
開
、
⑷
改
革
の
制
度
的
定
着
の
四
点
に
整
理
し
た
う

え
で
、
議
場
に
お
け
る
審
議
そ
の
も
の
に
課
題
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た（

（（
（

。
制
度
上
の
理
念
の
み
確
立
さ
れ
、
運
用
が
追
い
つ
い

て
き
て
い
な
い
議
員
間
討
議
は
、
ま
さ
に
そ
の
残
さ
れ
た
課
題
そ
の
も
の
で
あ
る
。

注（
（
（　
松
下
圭
一
『
成
熟
と
洗
練
＊
日
本
再
構
築
ノ
ー
ト
』
公
人
の
友
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
一
頁
。

（
（
（　
自
治
体
議
会
改
革
フ
ォ
ー
ラ
ム
調
べ
。

（
（
（　
中
尾
修
・
江
藤
俊
昭
編
著
『
議
会
基
本
条
例
─
─
栗
山
町
議
会
の
挑
戦
』
第
三
章
収
録
の
橋
場
利
勝
議
長
（
当
時
（
の
報
告
、
一
四
五
頁
、
二
三
五
頁
。

（
（
（　
松
下
圭
一
『
政
策
型
思
考
と
政
治
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
一
一
頁
。

（
（
（　
前
掲
書
、
一
九
七
頁
。
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（
（
（　
前
掲
書
、
二
一
〇
頁
。

（
（
（　
松
下
圭
一
『
日
本
の
自
治
・
分
権
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
二
〇
〇
頁
。

（
（
（　
松
下
圭
一
『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
七
九
頁
。

（
（
（　
前
掲
書
、
六
九
頁
。

（
（0
（　
地
方
分
権
推
進
委
員
会
『
中
間
報
告

　
─
分
権
型
社
会
の
創
造
─
』
平
成
八
年
三
月
二
九
日
を
受
け
て
、『
地
方
分
権
推
進
計
画
』
平
成
一
〇
年
五
月
二

九
日
閣
議
決
定
に
明
示
。

（
（（
（　
松
下
圭
一
『
転
型
期
日
本
の
政
治
と
文
化
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
一
〇
二
頁
。

（
（（
（　
前
掲
書
、
一
〇
七
頁
。

（
（（
（　
前
掲
書
、
一
〇
八
頁
。

（
（（
（　
松
下
圭
一
『
自
治
体
改
革
＊
歴
史
と
対
話
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
、
一
五
二
─三
頁
。
ま
た
、
自
治
基
本
条
例
と
議
会
基
本
条
例
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
神
原
勝
『
自
治
・
議
会
基
本
条
例
論
─
─
自
治
体
運
営
の
先
端
を
拓
く
』
公
人
の
友
社
、
二
〇
〇
九
年
を
参
照
。

（
（（
（　
松
下
圭
一
前
掲
『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』
六
八
頁
。
な
お
こ
れ
は
も
と
も
と
松
下
前
掲
『
政
策
型
思
考
と
政
治
』
二
一
三
頁
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
（　
松
下
前
掲
『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』
六
九
頁
。

（
（（
（　
前
掲
書
、
六
八
頁
。

（
（（
（　
前
掲
書
、
八
二
頁
。

（
（（
（　
松
下
前
掲
『
日
本
の
自
治
・
分
権
』、
二
〇
一
頁
。

（
（0
（　
松
下
前
掲
『
転
型
期
日
本
の
政
治
と
文
化
』、
一
〇
八
─一
〇
九
頁
。

（
（（
（　
松
下
前
掲
『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』、
七
九
頁
。

（
（（
（　
松
下
前
掲
『
転
型
期
日
本
の
政
治
と
文
化
』、
一
一
一
頁
。

（
（（
（　
松
下
前
掲
『
自
治
体
改
革
＊
歴
史
と
対
話
』、
一
五
三
頁
。

（
（（
（　
以
下
、
栗
山
町
議
会
の
議
会
改
革
の
経
緯
と
議
会
基
本
条
例
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
中
尾
修
、
江
藤
俊
昭
編
著
『
議
会
基
本
条
例
─
栗
山
町
議
会
の

挑
戦
』
中
央
文
化
社
、
二
〇
〇
八
年
に
依
る
。

（
（（
（　
前
掲
書
、
一
八
一
頁
。

（
（（
（　
前
掲
書
、
五
八
頁
。

（
（（
（　
渡
辺
三
省
「
議
会
基
本
条
例
の
制
定
を
契
機
と
し
た
こ
れ
か
ら
の
議
会
の
姿
─
─
議
会
基
本
条
例
要
綱
研
究
会
試
案
」（『
北
海
道
自
治
研
究
』
二
〇
〇
四



松
下
圭
一
の
「
基
本
条
例
」
論
と
議
会
基
本
条
例
一
〇
年
の
展
開
（
廣
瀬
）�

一
三
五

年
一
一
月
号
（。
こ
の
論
文
と
、
そ
の
後
の
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
制
定
へ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
中
尾
・
江
藤
編
著
前
掲
書
の
他
、
渡
辺
三
省
「
議
会
基
本

条
例
の
源
流
に
遡
っ
て
─
─
議
会
基
本
条
例
試
案
（
二
〇
〇
四
年
（
を
振
り
返
る
」
廣
瀬
克
哉
・
自
治
体
議
会
改
革
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
『
議
会
改
革
白
書
二
〇
一

三
年
版
』
生
活
社
、
二
〇
一
三
年
、
六
八
─七
三
頁
を
参
照
。

（
（（
（　
中
尾
・
江
藤
編
著
前
掲
書
、
五
八
頁
。

（
（（
（　
中
尾
・
江
藤
編
著
前
掲
書
、
五
八
頁
。

（
（0
（　
渡
辺
三
省
前
掲
論
文
「
議
会
基
本
条
例
の
源
流
に
遡
っ
て
」
六
三
頁
。

（
（（
（　「
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
平
成
二
八
年
七
月
一
日
公
布
。

（
（（
（　
木
佐
茂
男
・
片
山
健
也
・
名
塚
昭
『
自
治
基
本
条
例
は
活
き
て
い
る
か
！
？
─
ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
一
〇
年
』
公
人
の
友
社
、
二
〇
一
二

年
、
一
六
九
─一
七
〇
頁
。

（
（（
（　
江
藤
俊
昭
「
議
決
事
件
に
議
会
が
責
任
を
持
つ
と
は
─
─
総
合
計
画
案
を
提
案
す
る
」
中
尾
・
江
藤
編
著
前
掲
書
、
一
二
五
─一
四
一
頁
。

（
（（
（　『
お
ぢ
か
議
会
だ
よ
り
』
第
九
七
号
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
三
日
、
一
一
頁
。

（
（（
（　
寺
島
渉
「
飯
綱
町
集
落
振
興
支
援
基
本
条
例
─
─
地
域
の
重
要
課
題
「
集
落
問
題
」
へ
の
取
り
組
み
と
議
員
立
法
」
廣
瀬
克
哉
・
自
治
体
議
会
改
革
フ
ォ

ー
ラ
ム
編
『
議
会
改
革
白
書
二
〇
一
五
年
版
』
五
八
─六
三
頁
。

（
（（
（　
廣
瀬
克
哉
・
自
治
体
議
会
改
革
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
『
議
会
改
革
白
書
二
〇
一
六
年
版
』
一
六
〇
頁
。

（
（（
（　
た
と
え
ば
、
い
ず
れ
も
前
掲
『
議
会
改
革
白
書
二
〇
一
六
年
版
』
掲
載
の
、
岡
﨑
加
奈
子
「「
議
会
報
告
会
」
に
み
る
成
果
と
課
題
─
─
東
京
都
東
村
山

市
議
会
報
告
会
の
取
り
組
み
」
八
二
─八
六
頁
、
土
山
希
美
枝
「
議
論
の
「
機
会
」
と
「
争
点
」
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
─
─
岐
阜
県
御
嵩
町
議
会
の
『
住
民

懇
談
会
』
に
み
る
「
問
い
の
た
て
か
た
」」
八
七
─九
〇
頁
、
野
口
暢
子
「
深
化
す
る
「
議
会
へ
の
住
民
参
加
」
─
─
兵
庫
県
三
田
市
議
会
の
議
会
改
革
プ
ロ
セ

ス
」
九
一
─九
四
頁
。

（
（（
（　「
全
国
自
治
体
議
会
運
営
実
態
調
査
二
〇
一
六
」
に
よ
る
と
地
方
自
治
法
一
〇
〇
条
の
二
に
も
と
づ
く
通
年
の
会
期
制
度
を
採
用
し
て
い
る
自
治
体
が
二

七
、
従
前
の
会
期
制
の
も
と
で
条
例
に
も
と
づ
い
て
通
年
議
会
と
し
て
い
る
自
治
体
が
三
九
で
あ
る
。
前
掲
『
議
会
改
革
白
書
二
〇
一
六
年
版
』
一
五
八
頁
。

（
（（
（　
松
下
圭
一
前
掲
『
転
型
期
日
本
の
政
治
と
文
化
』
一
〇
八
頁
。

（
（0
（　
前
掲
『
議
会
改
革
白
書
二
〇
一
六
年
版
』
一
五
九
頁
。

（
（（
（　
廣
瀬
克
哉
「
議
会
基
本
条
例
で
進
ん
だ
改
革
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
」
前
掲
『
議
会
改
革
白
書
二
〇
一
六
年
版
』
八
─一
三
頁
。

（
（（
（　
松
下
圭
一
の
基
本
条
例
論
に
つ
い
て
は
松
下
前
掲
『
自
治
体
は
変
わ
る
か
』
の
他
、『
日
本
の
自
治
・
分
権
』、『
転
型
期
日
本
の
政
治
と
文
化
』、『
自
治

体
改
革
＊
歴
史
と
対
話
』
を
参
照
し
た
。
北
海
道
自
治
体
学
会
議
会
基
本
条
例
研
究
会
試
案
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
三
省
前
掲
『
北
海
道
自
治
研
究
』
論
文
を
参
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照
し
た
。
栗
山
町
議
会
基
本
条
例
、
ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
、
三
重
県
議
会
基
本
条
例
に
つ
い
て
は
、
各
自
治
体
の
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
例
規

集
を
参
照
し
た
。
札
幌
地
方
自
治
法
研
究
会
自
治
基
本
条
例
試
案
に
つ
い
て
は
、
木
佐
茂
男
・
片
山
健
也
・
名
塚
昭
前
掲
『
自
治
基
本
条
例
は
活
き
て
い
る

か
！
？
─
ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
一
〇
年
』
一
六
九
─一
七
〇
頁
を
参
照
し
た
。

　
　
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
科
学
研
究
費
補
助
金
「
日
本
の
基
礎
自
治
体
に
お
け
る
議
会
改
革
の
固
有
性
と
普
遍
性
の
解
明
」（
二
〇
一
四
～
一
六
年
度
（

の
支
援
を
受
け
た
。



松
下
圭
一
の
「
基
本
条
例
」
論
と
議
会
基
本
条
例
一
〇
年
の
展
開
（
廣
瀬
）�

一
三
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松下圭一の基本条例論 北海道自治体学会議会
基本条例研究会試案

栗山町議会基本条例
（制定当初）

栗山町議会基本条例改
正追加項目

ニセコ町まちづくり基
本条例 （ 章（議会）

札幌地方自治法研究会
自治基本条例試案 三重県議会基本条例

改革理念

二元代表制

機構分立としての二元
代表制 前文，目的に明記 前文で二つの代表機関

に言及 ─ 条文で言及

市民の信託 市民の信託 町民の信託 主権者たる町民，解説
で町民の信託に言及 県民の負託

議会像

市民の議会 市民の多様な意見を把
握し市政に反映

町民主権を基礎とする
町民の代表機関

広く町民から意見を求
めるよう努める

県民の意向の把握及び
多様な媒体を用いた県
民への情報提供に努め
る

市民のヒロバ 委員外議員及び市民の
討議参加

議会は，議員，町長，
町民等の交流と自由な
討論の広場

─ ─

議会の活動理念 自由討議 議員間の自由な討議の
推進

議員相互間の自由な討
議の推進

議会の本会議は討議を
基本とする 討論を基本 積極的に議員相互間の

討議に努める

議会と市民
の関係

市民との対話
の場

議会の諸会議主催の市
民会議

議会の諸会議主催の市
民会議 議会報告会，一般会議 ─

県民との意見交換等県
民参画に係る制度の充
実に努める

広聴広報

新聞方式から電子方式
などいずれをとわず，
議会独自に公開

情報公開の徹底と説明
責任 情報公開と説明責任 議会モニタ─ ─

意思決定の過程及びそ
の妥当性が町民に明ら
かになるよう配慮

積極的に情報の公開を
図るとともに，県民が
参画しやすい開かれた
議会運営を行う

─ 個々の議員の採決態度
の公表

重要な議案に対する各
議員の態度を公表 ─ ─

議会への市民
参加

請願・陳情提出市民の
審議参加

請願・陳情を市民提案
と位置づけ，必ず市民
の意見を聴く機会を設
ける

請願・陳情の政策提案
としての位置づけと提
案者の意見を聴く機会

─
県民の議会活動に参画
する機会の確保に努め
る

公聴会・参考人の活用 公聴会・参考人の活用 公聴会・参考人の活用 ─ 参考人，公聴会等の積
極的な活用

議会と首長
の関係

文書質問
調査権の運用，情報公
開の慣行と位置づけて
多用すべき

文書質問 ─ ─ 制定当初は含まず（後
に改正条例で導入）

反問権 ─ 反問権 反問権 説明者の質問権 説明者を討論に加える
ことができる ─

争点情報の形成 ─ 政策情報 （ 項目 政策情報 （ 項目 ─ ─

政策立案

政策立案・提言
自由討議をとおして政
策・条例の立案を積極
的におこないうる

政策形成・立案機能の
充実強化

議員は議案提出を積極
的に行うよう努める

政策提言及び立法活動
に努める

積極的に政策立案及び
政策提言を行う

政策立案の場
各種専門家と議論する
議員研究会等市民の議
会にふさわしい運用ル
─ル整備

政策・議案審査会 ─ 調査機関の設置 政策会議の設置 附属機関，調査機関，
検討会等の設置

市民の専門性 専門家市民の活用
市 民，市 民 団 体，
NPO 等との連携によ
り議員の政策提案の強
化を図る

─ 一般会議
（運用実態） ─ ─

議決事件の追加 総合計画その他の自治
体計画

議会の監視機能上の必
要性と市長の政策執行
上の必要性を比較考量
のうえ定める

（ つの行政計画 ─ 別条例で総合計画等を
議決事件化

栗山町議会基本条例等の構成要素
（（（）



松
下
圭
一
の
「
基
本
条
例
」
論
と
議
会
基
本
条
例
一
〇
年
の
展
開
（
廣
瀬
）�

一
三
九

松下圭一の基本条例論 北海道自治体学会議会
基本条例研究会試案

栗山町議会基本条例
（制定当初）

栗山町議会基本条例改
正追加項目

ニセコ町まちづくり基
本条例 （ 章（議会）

札幌地方自治法研究会
自治基本条例試案 三重県議会基本条例

改革理念

二元代表制

機構分立としての二元
代表制 前文，目的に明記 前文で二つの代表機関

に言及 ─ 条文で言及

市民の信託 市民の信託 町民の信託 主権者たる町民，解説
で町民の信託に言及 県民の負託

議会像

市民の議会 市民の多様な意見を把
握し市政に反映

町民主権を基礎とする
町民の代表機関

広く町民から意見を求
めるよう努める

県民の意向の把握及び
多様な媒体を用いた県
民への情報提供に努め
る

市民のヒロバ 委員外議員及び市民の
討議参加

議会は，議員，町長，
町民等の交流と自由な
討論の広場

─ ─

議会の活動理念 自由討議 議員間の自由な討議の
推進

議員相互間の自由な討
議の推進

議会の本会議は討議を
基本とする 討論を基本 積極的に議員相互間の

討議に努める

議会と市民
の関係

市民との対話
の場

議会の諸会議主催の市
民会議

議会の諸会議主催の市
民会議 議会報告会，一般会議 ─

県民との意見交換等県
民参画に係る制度の充
実に努める

広聴広報

新聞方式から電子方式
などいずれをとわず，
議会独自に公開

情報公開の徹底と説明
責任 情報公開と説明責任 議会モニタ─ ─

意思決定の過程及びそ
の妥当性が町民に明ら
かになるよう配慮

積極的に情報の公開を
図るとともに，県民が
参画しやすい開かれた
議会運営を行う

─ 個々の議員の採決態度
の公表

重要な議案に対する各
議員の態度を公表 ─ ─

議会への市民
参加

請願・陳情提出市民の
審議参加

請願・陳情を市民提案
と位置づけ，必ず市民
の意見を聴く機会を設
ける

請願・陳情の政策提案
としての位置づけと提
案者の意見を聴く機会

─
県民の議会活動に参画
する機会の確保に努め
る

公聴会・参考人の活用 公聴会・参考人の活用 公聴会・参考人の活用 ─ 参考人，公聴会等の積
極的な活用

議会と首長
の関係

文書質問
調査権の運用，情報公
開の慣行と位置づけて
多用すべき

文書質問 ─ ─ 制定当初は含まず（後
に改正条例で導入）

反問権 ─ 反問権 反問権 説明者の質問権 説明者を討論に加える
ことができる ─

争点情報の形成 ─ 政策情報 （ 項目 政策情報 （ 項目 ─ ─

政策立案

政策立案・提言
自由討議をとおして政
策・条例の立案を積極
的におこないうる

政策形成・立案機能の
充実強化

議員は議案提出を積極
的に行うよう努める

政策提言及び立法活動
に努める

積極的に政策立案及び
政策提言を行う

政策立案の場
各種専門家と議論する
議員研究会等市民の議
会にふさわしい運用ル
─ル整備

政策・議案審査会 ─ 調査機関の設置 政策会議の設置 附属機関，調査機関，
検討会等の設置

市民の専門性 専門家市民の活用
市 民，市 民 団 体，
NPO 等との連携によ
り議員の政策提案の強
化を図る

─ 一般会議
（運用実態） ─ ─

議決事件の追加 総合計画その他の自治
体計画

議会の監視機能上の必
要性と市長の政策執行
上の必要性を比較考量
のうえ定める

（ つの行政計画 ─ 別条例で総合計画等を
議決事件化

表 （　松下圭一の議会基本条例論の論点と



法
学
志
林
　
第
一
一
四
巻
　
第
三
号�

一
四
〇

松下圭一の基本条例論 北海道自治体学会議会
基本条例研究会試案

栗山町議会基本条例
（制定当初）

栗山町議会基本条例改
正追加項目

ニセコ町まちづくり基
本条例 （ 章（議会）

札幌地方自治法研究会
自治基本条例試案 三重県議会基本条例

議会運営・
態勢

議会改革の推
進体制 ─ ─ ─ 有識者を含みうる議会

改革推進会議 ─ 議会改革推進会議

議会の自立性 議長による招集権

法律により活動が制限
されている常任委員会，
特別委員会等の制約を
こえて主体的に活動す
るため一般会議を設置

法律により活動が制限
されている常任委員会，
特別委員会等の制約を
こえて……議員及び町
民が自由に情報及び意
見を交換するための場
として一般会議を設置

法律による制約への言
及を削除し，議長の裁
量権を条文化

─ 知事等に対する独立・
対等の立場

運営態勢の見
直し

既存のル─ルを見直し
市民の議会にふさわし
い運営手続・手法の開
発

会議規則，傍聴規則等
の見直し

会議規則の継続的な見
直し，傍聴規則の見直
し

─ ─

閉会中の活動
長の招集権に関係なく
自主的に活動し実質的
に通年議会になってよ
い

会期中の活動と閉会中
の活動，自治法に定め
のない活動の組み合わ
せにより自律性の制約
を克服

─

議会の自主性及び自立
性にもとづいて閉会中
にも町政への町民の意
思の反映を図るため調
査及び検討等に努める

議会の自主性及び自立
性にもとづいて閉会中
にも町政への町民の意
思の反映を図るため調
査及び検討等に努める

運 用 で 定 例 会 （ 回 制
（夏と正月を除く実質
的通年議会化）を経て，
後に通年議会化

議会補佐態勢
議会事務局の強化 議会事務局の体制強化

と市民との連携
議会事務局の調査・法
務機能を積極的に強化 ─

議会事務局の機能の強
化及び組織体制の整備
を図る

議会図書室の充実，市
民への公開 議会図書室の充実 議会図書室の設置，公

開 ─ 強化に努める

最高規範性

最高規範性の
明文化

基本法としての位置づ
け

議会運営における最高
規範

議会運営における最高
規範 ─ 議会に関する基本的事

項を定める条例

他の条例規則
等との関係

基本法＞基本法実施法
＞一般法という体系性
を想定

この条例に違反する議
会の条例，規則，規程
等を制定してはならな
い

この条例に違反する議
会の条例，規則，規程
等を制定してはならな
い

─

議会に関する他の条例
等を制定し，又は改廃
する場合においては，
この条例との整合を図
る

見直し
逐次，自治体改革の深
化とともに条文改正を
つみあげ

改選ごとの見直し 改選ごとの見直し （ 年を超えない期間ご
とに見直し

期限を示さず見直し規
程は設ける

注（（（）の文献，資料より著者作成
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松下圭一の基本条例論 北海道自治体学会議会
基本条例研究会試案

栗山町議会基本条例
（制定当初）

栗山町議会基本条例改
正追加項目

ニセコ町まちづくり基
本条例 （ 章（議会）

札幌地方自治法研究会
自治基本条例試案 三重県議会基本条例

議会運営・
態勢

議会改革の推
進体制 ─ ─ ─ 有識者を含みうる議会

改革推進会議 ─ 議会改革推進会議

議会の自立性 議長による招集権

法律により活動が制限
されている常任委員会，
特別委員会等の制約を
こえて主体的に活動す
るため一般会議を設置

法律により活動が制限
されている常任委員会，
特別委員会等の制約を
こえて……議員及び町
民が自由に情報及び意
見を交換するための場
として一般会議を設置

法律による制約への言
及を削除し，議長の裁
量権を条文化

─ 知事等に対する独立・
対等の立場

運営態勢の見
直し

既存のル─ルを見直し
市民の議会にふさわし
い運営手続・手法の開
発

会議規則，傍聴規則等
の見直し

会議規則の継続的な見
直し，傍聴規則の見直
し

─ ─

閉会中の活動
長の招集権に関係なく
自主的に活動し実質的
に通年議会になってよ
い

会期中の活動と閉会中
の活動，自治法に定め
のない活動の組み合わ
せにより自律性の制約
を克服

─

議会の自主性及び自立
性にもとづいて閉会中
にも町政への町民の意
思の反映を図るため調
査及び検討等に努める

議会の自主性及び自立
性にもとづいて閉会中
にも町政への町民の意
思の反映を図るため調
査及び検討等に努める

運 用 で 定 例 会 （ 回 制
（夏と正月を除く実質
的通年議会化）を経て，
後に通年議会化

議会補佐態勢
議会事務局の強化 議会事務局の体制強化

と市民との連携
議会事務局の調査・法
務機能を積極的に強化 ─

議会事務局の機能の強
化及び組織体制の整備
を図る

議会図書室の充実，市
民への公開 議会図書室の充実 議会図書室の設置，公

開 ─ 強化に努める

最高規範性

最高規範性の
明文化

基本法としての位置づ
け

議会運営における最高
規範

議会運営における最高
規範 ─ 議会に関する基本的事

項を定める条例

他の条例規則
等との関係

基本法＞基本法実施法
＞一般法という体系性
を想定

この条例に違反する議
会の条例，規則，規程
等を制定してはならな
い

この条例に違反する議
会の条例，規則，規程
等を制定してはならな
い

─

議会に関する他の条例
等を制定し，又は改廃
する場合においては，
この条例との整合を図
る

見直し
逐次，自治体改革の深
化とともに条文改正を
つみあげ

改選ごとの見直し 改選ごとの見直し （ 年を超えない期間ご
とに見直し

期限を示さず見直し規
程は設ける

注（（（）の文献，資料より著者作成


